
 

１ 計画策定の趣旨 
 

  本県の農業・農村は、温暖多照な気候と豊かな自然環境を生かし、安全・安心で品質

の確かな食料の安定供給をはじめ、水源かん養や美しい景観の形成、多面的機能の発揮、

さらには世界農業遺産に代表される多彩な農村文化の伝承など、県民の暮らしを支える

かけがえのない価値を有しています。加えて、農業は食品加工や観光、運輸、卸売など

多様な産業と連携し、県内経済の振興や雇用創出に不可欠な基幹産業として重要な役割

を果たしています。 

 

しかしながら、農業を取り巻く情勢は、気候変動による異常気象の頻発化、世界人口

増加による食料需要の高まり、国際情勢の変化や円安に伴う生産資材の高騰など、急速

に変化しています。 

 

また、国内においては、想定を上回る急速な人口減少・高齢化が進行し、農業就業者

の減少と高齢化が深刻化する中で、農村地域の社会維持にも大きな課題が生じています。 

 

このような状況を踏まえ、国は令和６年６月に食料・農業・農村基本法を改正し、新

たに「食料安全保障の確保」や「環境と調和のとれた食料システムの確立」を基本理念

に位置付けるとともに、令和７年４月には改正基本法に基づく新たな食料・農業・農村

基本計画を策定し、農業の構造転換を推進しています。 

 

今後、本県が「持続可能な魅力ある農業」を実現するためには、国の基本計画等を踏

まえながら地域の実情に即応しつつ、あらゆる危機事象に柔軟に対応できるよう環境負

荷の低減や脱炭素化に積極的に取り組むとともに、これまで培ってきた本県農業の経営

資源に、ICTや DXを活用した効率的かつ安定した生産・供給体制の構築を加え、賢く稼

げる農業の実現に取り組む必要があります。 

 

本計画は、以上の観点を踏まえ、激動する国内外情勢の変化に柔軟に対応し、本県農

業・農村の持続的な発展と、食料供給供給基地としての役割を果たすため、農業者や関

係機関・団体、他産業並びに県民の皆様と一体となって各種施策に取り組む決意を込め

て策定するものです。 

 

  

＜ 序 ＞計画の策定にあたって 
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２ 計画の性格と役割 
 

  本計画は、本県農業・農村の持続的発展に向けた総合的かつ中長期的な方向性を示す

基本指針となる計画であり、次のような役割を有します。 

 

  〇農業者の生産や販売等、産地振興に向けた取組に活用されることを期待します。 

 

〇市町村、農業関係団体等の諸計画や、それぞれの地域の農業・農村振興に向けた共

通指針として活用されることを期待します。 

 

  〇農業関係者だけではなく、消費者である県民や各産業の皆さんの十分な理解を得な

がら、地産地消や農村との交流、フードビジネスの振興等を通じて、本県農業・農

村の発展に向けた取組への支援・参加を呼び掛けるメッセージ的な性格を持ってい

ます。 

 

  〇県政運営の指針を示す「宮崎県総合計画２０２３」の農業・農村部門における部門

別計画と位置付けます。 

 

  〇「食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）」第９条に基づき、国との適

切な役割分担を踏まえた本県独自の具体的な計画として位置付けます。 

 

   

３ 計画の構成 
 

  計画は「長期ビジョン」、「重点プロジェクト」、「基本計画」、「計画実現に向けた推進

体制」の４編で構成しています。 

 

 〇第１編の「長期ビジョン」では、本県農業・農村の現状や社会情勢の変化、時代の潮

流等を踏まえながら、計画の基本目標や目指す将来像、主要指標等を示しています。 
 

 〇第２編の「重点プロジェクト」では、長期ビジョンに掲げた目標や目指す将来像の実

現に向けた、特に重点的かつ横断的に取り組むべき施策を示しています。 
 

 〇第３編の「基本計画」では、長期ビジョンに掲げた目標や目指す将来像の実現に向け

た具体的な施策、品目・畜種別の展開方向、地域別の展開方向、目指す経営モデルを

示しています。 
 

 〇第４編の「計画実現に向けた推進体制」では、農業者はもとより、関係機関・団体、

県民や他産業等、農業・農村に関係する皆さんに期待する役割等を示しています。  
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４ 計画の期間 
 

  第八次宮崎県農業・農村振興長期計画は、令和３年度を初年度とし、令和 12年度を目

標とする 10か年計画です。 

 

  後期計画の計画期間は、令和８年度から令和 12年度までの５か年とします。 

 

 

５ 策定方法 
 

  この計画の策定に当たっては、宮崎県農政審議会に諮問し、計画策定の節目ごとに幅

広い意見等を伺うとともに、農業関係者をはじめとする様々な意見交換会やパブリック

コメント※１等の実施により、広く県民の意見を聴取し、計画に反映しています。 

 

  

※１ 行政機関による規則・計画の制定・改廃において、案を事前に公表し、広く県民から意見や情報を求める手続き 
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６ 計画の全体構成 
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７ 計画の概要 
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８ 農業・農村振興長期計画の変遷 
 

  本県の農業・農村振興長期計画は、台風被害を回避する営農方式を目指した昭和 35年

の「防災営農計画」からスタートしており、令和７年で 65年を経過しました。 

 

  これまで、その時代の情勢や課題に対応するため「みやざきブランド」や「食の安全・

安心」などをキーワードとした計画を策定し、その実現に向けて農業者や市町村、農業

関係団体等の皆様と一体となって、農業・農村の振興に取り組んでいます。 
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